
　平成26年4月1日より消費税率が5％から8％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分（社会保障財源化分）に

ついては、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　六ヶ所村の平成29年度一般会計当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況については次のとおりです。

67,075 千円

2,536,887 千円

（単位：千円）

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

障害者福祉事業
（自立支援事業等）

325,538 227,549 0 101 3,354 94,534

高齢者福祉事業
（老人保護措置費等）

193,528 21,675 0 6,152 5,701 160,000

児童福祉事業
（子育て支援事業等）

806,891 187,175 0 54,054 19,385 546,277

母子福祉事業
（ひとり親等医療費助成事業等）

10,300 4,724 0 0 201 5,375

その他 29,466 8,000 0 0 738 20,728

小　計 1,365,723 449,123 0 60,307 29,379 826,914

国民健康保険事業
（繰出金）

441,681 37,333 0 0 13,817 390,531

介護保険事業
（繰出金）

147,396 0 0 0 5,031 142,365

後期高齢者医療事業
（繰出金）

103,787 21,042 0 0 2,817 79,928

その他 43,653 0 0 0 1,543 42,110

小　計 736,517 58,375 0 0 23,208 654,934

地域医療対策事業
（負担金・交付金・繰出金等）

357,145 2,960 0 0 12,140 342,045

疾病予防対策事業
（予防接種事業等）

315 0 0 0 0 315

健康増進事業
（がん検診事業等）

77,187 5,096 0 2,574 2,348 67,169

小　計 434,647 8,056 0 2,574 14,488 409,529

2,536,887 515,554 0 62,881 67,075 1,891,377

※社会保障財源分の地方消費税交付金については、各事業に要する一般財源の比率に応じ按分して充当しています。

合　　計

村債 その他 その他

社会福祉

社会保険

保健衛生

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】　地方消費税交付金（社会保障財源分）

【歳出】　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費　　　　　　　　　　

分　類 事　業　名
平成29年度
当初予算額
（経　費）

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

国県支出金


